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　退職後も配当金の還付対象となります。
　1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は配当金としてお返しする仕組みになっています。
　遺族付加年金“きずな”（損害保険部分）、医療保険、重病支援給付、長期療養給付に配当金はありません。
　詳細は、当組合ホームページ「令和3年遺族付加年金“きずな”」パンフレットWeb版29ページ～ 34ペー
ジをご参照ください。

※2019年10月1日以降始期契約用の補償内容を記載しています。
　今後の商品改定により補償内容が変更となる場合がありますので、最新のパンフレットをご確認ください。

総務課福祉係　☎028-615-7805上記記事に関するお問い合わせは

退職後も継続加入できます！ 資料は、令和2年12月下旬に配付予定

“きずな”に加入している方

常時勤務再任用職員
給与控除が可能な所属所※

その他の所属所※

短時間勤務または退職

現職中と変わらず、同じ保障内容
での取扱いとなります。

株式会社日本共同システムでの取
扱いとなり、口座振替になります。
健康サポート・長期療養給付・積立
年金プランは継続できません。

※所属所ごとに取扱いが異なりますので、
　担当課にご確認をお願いします。

解約金は、12月24日、1月
28日に送金します。
所属所における提出期限は、
共済事務担当課へお問い合わ
せください。
当組合で作成した振込依頼書
を使用し県内の足利銀行で振
込む場合は、手数料は無料と
なります。
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:「貯金払戻（解約）請求書」共済提出期限 ：払戻送金日

：各申込書共済提出期限 ：臨時積立振込期限

1月12月

個人で臨時積立をする場合は、貯金残高（預入限度額の超過）を確認するため、
　当組合への着金を毎月1日から18日までとしています。
臨時積立申込書は、毎月5日までに当組合に提出してください。

貯金払戻（解約）・臨時積立等スケジュール

　退職時に無告知で加入できる保険です。
　一時払保険料は、10、20、30、40万円から選択し、保険料払込み月の翌月から10年間が保険期間となります。

一時払退職者傷害保険に加入することができます。“きずな”に加入していない方

急激かつ偶然な外来の事故によるケガ
死亡・後遺障害　入院　通院　手術

法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金等
保険金1億円

臨時積立の
取扱いについて

遺族付加年金“きずな”（退職後制度）

貯金事業からのお知らせ


